
 
委任される場合は、受任者の情報を

記入してください。 

審査基準日（令和８年１月９日）で記載を統一し

ます。変更の必要はありません。 

 

使用印を押印してください。 

※銀行印ではありません。 

記入の必要はありません。 

「債権者欄」と同じ住所・役職名及び氏名で債権者欄に押印した印鑑と同じものを押

印してください。 

委任が必要な場合は主に下記の場合です。 

①債権者欄と口座名義の法人名が異なる場合。 

②債権者欄の「役職名及び氏名」と異なる個人の口座を登録する場合。 

 

※法人名が同じで口座名義の部署名又は事業所が異なる場合は記入不要です。 


